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Ⅰ 地域政策科学研究科の概要                 

 
１．本研究科の目的 

 
大学院地域政策科学研究科は、本学行政政策学類の教育・研究の学際性、多様な研究領

域の有機的統合による利点を活かし発展させて、地域の多様な政策的課題に対応した研究

と教育を通して、時代の発展と地域社会の要請により一層高度なレベルで積極的に対応し

うる人材の養成を目的としています。 
なお、本研究科は、昼夜開講制を採り、一定数の社会人も受け入れる道を積極的に開き、

社会人の専門的能力の一層の向上を図ることを通じて、地域社会の発展に寄与することを

目指しています。 
 
（注）大学院設置基準第 14 条に定める教育方法の特例による教育の実施について 

大学院設置基準（文科省令）第 14 条では、「大学院の課程においては、教育上特別の必

要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指

導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」旨、規定されており、社会人等

の就学に配慮がなされています。 
本研究科では、大学院での履修を希望する社会人の期待に応えるべく、昼夜開講制を採

り、原則として、夜間の 2 時限（18:00～19:30 及び 19:40～21:10）に設定された授業の

履修によっても課程修了に必要な全単位（30 単位）を履修できるよう配慮しています。 
 
２．本研究科の概要・特色 
 
（１）本研究科は行政政策学類の教育・研究の学際的特徴を活かし、地域の社会的要請に

対応しうる高度でユニークな大学院教育の達成を期するため「地域政策科学専攻」を設置

しています。 
本専攻では、地域社会に潜在し、あるいは顕在化している諸問題を把握し、政策課題と

して形成し、それらの具体的な政策課題について、政治・行政の諸過程における政策決定、

政策の実施方策、政策評価等の政策過程を考究します。 
これら一連の政策過程のうち、まず、政治・行政の諸過程における政策課題の考究につ

いては、変動しつつある地域行政の学問的課題に対応するため、政治学・行政学・憲法学・

行政法学等のより高度な履修を通じ、基礎理論の修得を踏まえつつ、政治過程、行政過程、

地方自治、公務員法制等の諸側面から多面的・具体的な考察を加えることを目的としてい

ます。 
また、地域住民における自治意識の涵養が不可欠であることから、地域の歴史や社会教

育に関する科目を配置するとともに、国際的視野からの地域把握のため、国際政治や国際

法に関する科目を配置しています。 
さらに、地域社会における諸問題の把握、政策課題の形成については、現在の全体社会

の中における地域社会の位置と役割、その構造・変動・発展と地域住民生活に関する社会
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学的認識の修得並びに前述の政治・行政の諸過程の考察を根底に置いています。その基盤

の上に立って、社会計画＝地域計画の視点と社会調査に基づく実証研究を通じて、地域開

発と環境、地域住民生活やその組織化、地域の福祉、地域社会におけるアメニティ、住民

の生活文化、地域の伝統文化や文化財保護等に関する政策過程にかかわり、かつ、それを

実施に移しうる専門的能力の養成を目的としています。 
 
（２）本専攻は、有機的関連をもった科目群からなる次の５つの履修分野によって構成さ 
れます。 

① 地 方 行 政 

行政学・政治学の基礎理論及び地方自治体の行政を具体的な制度や実態に即しな

がら法的・政治的側面から研究する科目群 
② 社会経済法 

地域社会における社会的・経済的諸問題を法的側面から具体的に研究する科目群 
③ 行政基礎法 

地域の行政の基礎となっている法制度を理論的かつ具体的に研究する科目群 
④ 社 会 計 画 

社会の基本構造及びそれに基づく地域社会の構造・問題把握を踏まえ、地域社会

の再建、活性化に不可欠な社会計画について、特にそれを政策化する視点から研究

する科目群 
⑤ 地 域 文 化 

地域の生活を基礎とする地域社会の諸側面を、地域文化として総括する方法につ

いて研究するとともに、社会情報について理論的かつ実証的に研究する科目群 
 
（３）院生は、自ら研究計画に即して、各履修分野の指導教員の担当する演習に参加し、

自分の研究テーマに関連する科目の履修を通じて、修士論文を作成します。 
また、地域行政や政策立案に関するリアルな授業科目として、地域特別研究を配置して

います。この科目では複数の履修分野からなる教員の指導のもとで、特定の地域社会を対

象とする現地調査等を実施し、当該地域社会の当面する課題の解決方途を具体的に研究し

ます。 
 
（４）本研究科では、院生の体系的な履修を促進するために、平成 24 年度から、特定の

テーマについて、「履修分野」を超えて重点的に学ぶ「政策課題プログラム」を導入してい

ます。プログラムのテーマや設定の有無は年度によって異なります。 
「政策課題プログラム」を履修するには、プログラム毎に指定された授業科目を 10 単

位以上取得する必要があります。なお、「政策課題プログラム」の履修は任意であり、大学

院修了要件ではありませんが、履修者には「プログラム修了証」が交付されます。 
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３．本研究科のディプロマポリシー・カリキュラムポリシー 
 
【ディプロマポリシー】 
 本研究科は、学際性および政策科学性を有する教育課程を通じて、地域社会が提起する

諸課題に対応できる理論と応用の研究能力を培い、地域社会の各分野で中核的役割を担う

高度な専門性を備えた人材を養成する。 
１．学際性・政策科学性    

地域社会における諸問題に対して、学際的（法学、政治、行政学、社会学、文化諸科学）

および政策科学的に考究する視点を身につけている。 
２．理論性・応用性・実践性    

学際的かつ政策科学の知識基盤の上に、地域の多様な政策課題に対応した、理論的・応

用的かつ実践的な研究能力を備えている。 
３．高度の専門性    

時代の進展と地域社会の要請に応える高度な専門性を、自らの研究テーマに通して身に

つけている。 
 

【カリキュラムポリシー】 
 本研究科では、2 年以上在学し、研究指導教員の演習Ⅰ～Ⅳの計 8 単位を含め、30 単位

以上を修得し、かつ必要な研究指導を受け、学位論文（特定の課題についての研究の成果

を含む）の審査及び最終試験に合格した者には、「修士（地域政策）」の学位を授与する。 
 本研究科のカリキュラムは、ディプロマポリシーに掲げた知識・能力を育むために以下

のように構成されている。 
(1)地域政策科学専攻 
 本研究科は行政政策学類の教育・研究の学際的特徴を活かし、地域の社会的要請に対応

しうる高度でユニークな大学院教育の達成を期するため「地域政策科学専攻」を設置して

いる。本専攻では、地域社会に潜在あるいは顕在化している諸問題を把握し、それを政策

課題として形成し、それらの具体的な政策課題について、政治・行政の諸過程における政

策決定、政策の実施方針の策定、政策評価等の諸過程を考究する。 
(2)履修分野 
 本専攻は、有機的関連をもった科目群からなる次の５つの履修分野によって構成されて

いる。 
 ①地方行政：行政学・政治学の基礎理論及び地方自治体の行政を具体的な制度や実態に

即しながら法的・政治的側面から研究する基礎的な科目群、およびこれを実践的に解決す

る応用的な科目群 
 ②社会経済法：地域社会における社会的・経済的諸問題を法的側面から理論的に研究す

る基礎的な科目群、およびこれを実践的に解決する応用的な科目群 
 ③行政基礎法：地域の行政の基礎となっている法制度およびその運用の実態を理論的な

見地から探究する基礎的な科目群、およびこれを実践的に解決する応用的な科目群 
 ④社会計画：社会の基本構造及びそれに基づく地域社会の構造・問題把握を踏まえ、地

域社会の再建、活性化に不可欠な社会計画について、特にそれを政策化する視点から研究
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する基礎的な科目群、およびこれを実践的に解決する応用的な科目群 
 ⑤地域文化：地域の生活を基礎とする地域社会の諸側面を、地域文化として総括する方

法について研究するとともに、社会情報について理論的かつ実証的に研究する基礎的な科

目群、およびこれを実践的に解決する応用的な科目群 
(3)修士論文・地域特別研究 
 ①修士論文   

具体的履修において院生は、自らの研究計画に即して、各履修分野の指導教員の担当す

る演習に参加し、自分の研究テーマに関連する科目を履修しつつ、修士論文を作成する。 
 ②地域特別研究   

地域行政や政策立案に関するリアルな授業科目として、地域特別研究を配置し、複数の

履修分野からなる教員の全員体制の指導のもとで、特定の地域社会を対象とする現地調査

等を実施し、当該地域社会の当面する課題の解決方途を具体的に研究する。 
(4)政策課題プログラム 
 本研究科では、院生の体系的な履修を促進するために、平成 24 年度から、特定のテー

マについて、「履修分野」を超えて重点的に学ぶ「政策課題プログラム」を導入している

（令和２年度は開講未定）。「政策課題プログム」は修士課程修了の要件ではないが、履

修者には「プログラム修了証」が交付される。 
(5)昼夜開講制 
 本研究科では、昼夜開講制を採り、社会人を受け入れる道を積極的に開き、社会人の専

門的能力の一層の向上を図ることを通じて、地域社会の発展に寄与することを目指してい

る。そのため、夜間の２コマ分に設定された授業の履修によって修士課程修了に必要な全

単位（30 単位）を履修できるよう配慮している。 
(6)長期履修制度 
 本研究科では、職業等に従事することにより時間的制約のある学生のために、「長期履

修学生制度」を導入している。通常２年間の修士課程を３年または４年で修了する制度で、

学費は２年分に抑えることができる。在職者や家庭の諸事情（育児、介護等）を抱える大

学院生も、自分のペースで研究に取り組むことができる。 
(7)一年修了型カリキュラム 
 本研究科では、地域の特定課題に取り組む人材を応援するために、「一年修了型カリキ

ュラム」を設置している（令和２年度は開講せず）。これまでの社会での活動・就労経験

を活かして、大学院での研究につなげることができる。 
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Ⅱ 教育方法                         

 

１．授業時間帯 

 
  月  ～  金 曜 日 土   曜   日 

１ 時 限  ８：４０ ～ １０：１０ 

  ２ 時 限 １０：２０ ～ １１：５０ 

昼 休 み １１：５０ ～ １３：００ 

３ 時 限 １３：００ ～ １４：３０ １３：００ ～ １４：３０ 

４ 時 限 １４：４０ ～ １６：１０ １４：４０ ～ １６：１０ 

５ 時 限 １６：２０ ～ １７：５０ １６：２０ ～ １７：５０ 

６ 時 限 １８：００ ～ １９：３０ １８：２０ ～ １９：５０ 

７ 時 限 １９：４０ ～ ２１：１０  

 

 

２．授業科目の履修方法 

 

（１）修得すべき単位数は、後掲の「履修基準」のとおり、合計３０単位以上を修得して

ください。 

（２）研究指導教員（一名）の他、副研究指導教員（一名）を登録してもらいます。 

（３）課程修了に際し、修士の学位論文に代え、本研究科の目的に即した特定課題につい

ての研究成果をもって最終試験を受けることができます。 

 

 

３．学位の授与 

 

本研究科に２年以上在学し、研究指導教員の演習Ⅰ～Ⅳの計８単位を含め、３０単位以

上を修得し、かつ必要な研究指導を受け、学位論文（特定の課題についての研究の成果を

含む）の審査及び最終試験に合格した者には、修士（地域政策）の学位を授与します。 
なお、最終試験は主査１名及び副査２名からなる審査委員が学位論文提出者に対して行

います。また、最終試験は公開発表（審査委員以外の教員、院生を含めての発表及び質疑

応答）にて行います。 
 
 
４．単位の認定について 

 
本学の単位の認定は、各科目について次の５段階で評価し、S～C を合格とします。S～

C の評価は、授業科目ごとの達成度を基準として決定されます。各科目の評価方法は、シ

ラバスに明示されています。 
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 評価 基    準 

合   格 

Ｓ 
単位認定基準を満たし、かつ全ての項目で優秀な学修

成果をあげた（90～100 点） 

Ａ 
単位認定基準を満たし、かつ多くの項目で優秀な学修

成果をあげた（80～89 点） 

Ｂ 
単位認定基準を満たし、かついくつかの項目で優秀な

学修成果をあげた（70～79 点） 

Ｃ 
単位認定基準を満たす最低限の学修成果をあげた（60

～69 点） 

不 合 格 Ｆ 単位認定基準の学修成果をあげられなかった（～59点） 

 

【単位認定上の注意事項】 

授業料を所定の期間に納入しなかった者（授業料全額免除者を除く）の履修する科目

の単位認定は、授業料の納入が確認された後に行います。したがって、授業料未納に

よって除籍された者が当該年度（学期）に履修した科目は、単位認定されません。 
 
 
５．成績発表について 

 
所定の期間（行事予定表で確認してください。）に発表します。成績は LiveCampus 上

で確認してください。 
 

 

６．不服申立てについて 

 
交付された成績評価について不服がある場合には、セメスターごとに定められた期間内

に不服申立てをすることができます。不服申立てをする場合は、教務担当窓口で不服申立

書を受け取り必要事項を記入して、所定の期間内に教務課前のボックスに提出してくださ

い。この「不服申立て」に対しては当該授業科目の担当教員が個別に対応します。ただし、

非常勤講師担当の授業科目にかかわる「不服申立て」については教務担当窓口で対応しま

す。なお、成績に対する不服は、単に自分が期待した評価が得られなかったというだけで

は、申し立てることはできません。「不服申立て」にあたっては、シラバスの成績評価基準

による自己採点と得られた成績評価との間に明らかにギャップがあるなど、不服申し立て

を行うに足る合理的な根拠を、授業担当者に明確に説明することが必要です。 
 

 
７．履修手続きについて 
 
履修にあたっては、所定の期間に LiveCampus で履修登録するとともに、以下の（１）～
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（４）を教務課へ提出してください。 

（１）研究課題届（１年次生及び最終年度以外の長期履修学生のみ提出）  
① 研究課題は、研究指導教員の指導を受け、記入してください。 
② 字数は 50 字以内におさめてください。 
③ 研究指導教員の確認印が必要です。 

 
（２）学位論文題目届（２年次生 （最終年度の長期履修学生を含む）のみ提出） 

① 学位論文題目は、研究指導教員の指導を受け、記入してください。 
② 研究指導教員の確認印が必要です。 

 
（３）他研究科授業科目履修申請書（希望者のみ提出）  

① 研究指導教員の承諾印が必要です。また、授業科目担当教員の内諾が必要です。 
② 後掲の｢福島大学大学院における他の研究科の授業科目の履修に関する申合せ」を

参照してください。 

 
（４）行政政策学類専門科目履修申請書（希望者のみ提出）  

① 研究指導教員の承諾印が必要です。また、授業科目担当教員の内諾が必要です。 
 
 
８．学内諸施設の利用について 
 

（１）院生研究室について 
行政棟６階に 601 号室・602 号室・612 号室があります。 
① 使用研究室の部屋割、室内の机の配置及び使用机は別に連絡します。 
② 院生研究室のドアの鍵の貸出し手続きは新入生学内ガイダンスの際に説明します。 
③ 院生研究室には書架が備え付けられています。使用する場所は院生間の話し合い

により決めてください。 
④ 院生研究室の使用は、原則として月曜日から土曜日までの行政棟の開錠されてい

る時間内（7：30～22：30）とします。なお、年末・年始や入学試験等の期間は入

棟が制限されますので注意してください。期間については事前に掲示します。 
⑤ ガスコンロ・ガスストーブの使用に当たっては十分注意し、退室する時は必ず消

してください。 
⑥ 備え付けの流し台には水以外のものを流さないようにしてください。 
⑦ 火災・盗難等には十分注意し、室内の整理・整頓及び施錠を行ってください。 

 

（２）コピー機及び印刷機について 
 院生が利用できるコピー機及び印刷機は行政棟６階院生印刷室に設置してあります。 

入室する際はカードキーが必要です。 

① コピー機を利用する場合はコピーカードが必要です。コピーカードは教務課で貸

出します。貸出しの手続きについては新入生学内ガイダンスの際に説明します。貸
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出しの期間は在学期間中のみで、修了時に必ず返却してください。よって、保管に

は十分注意し、紛失のないようにしてください。万が一、紛失してしまった場合は、

速やかに教務担当窓口へ報告してください。 
② コピーカードは行政棟６階院生印刷室のコピー機のほかに、附属図書館のコピー

機にも使用できます。 

③ コピーカードによるコピー機の使用枚数は１人当たり年間 3,000 枚までです。 

④ 故障の場合は、速やかに経済棟２階にある事務室（行政政策学類支援室）に連絡

してください。 

⑤ 室内のコピー用紙を持ち出さないでください。 
⑥ 長時間にわたって、印刷機を独占使用しないでください。 
⑦ 飲食・喫煙は厳禁です。 

 
（３）その他の施設について 

① 附属図書館、総合情報処理センター、地域創造支援センターについては、学生便

覧の該当する箇所を参照のうえ利用してください。 
② その他の学内施設は、学類学生と同様に利用できるので、学生便覧等を参照のう

え、当該施設の担当窓口へ問い合わせてから利用してください。 
 
 
９．各種手続き等に関する注意事項 

 

（１）学生への連絡方法 

教務に関する学生への通知や連絡事項は、院生専用の掲示板（行政棟 6 階 612 院生研究

室前）及び LiveCampus（ライブキャンパス）に掲示します。掲示の見落とし、誤読は取

り返しのつかない事態をまねきかねないので、自己の責任において、掲示は常に確認して

ください。 

 

（２）願出、届出及び各種証明書の発行 

休学等の手続きを要することが生じたときは、「学生便覧」掲載の規程を読み、また、

教務課に相談するなど、十分承知してから手続きをとってください。 
各種証明書の発行手続きは、自動発行機（学生便覧参照）又は教務課で交付を受けるこ

とができます。 
 
（３）教務課の受付時間 

教務担当窓口の受付時間は、下記の曜日・時間となっています。 

 月曜日～金曜日 9：00～12：30、13：30～20：30  

ただし、夏季・冬季・春季休業期間等の夜間受付時間（17:00～20:30）の窓口は、閉鎖

となります。また、祝日、休日、大学一斉休業期間及び年末年始は、一切の業務を行いま

せんので、用件は事前に済ませておいてください。 

 ※ 教務担当窓口にご用の際は、まず所属研究科・学年・お名前をお知らせください。 
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１０．教育職員免許状（専修） 
 

本研究科において取得できる免許状は中学校教諭専修免許状（社会）、高等学校教諭専

修免許状（地理歴史）及び高等学校教諭専修免許状（公民）です。取得希望者は「教育職

員免許状《専修》取得希望届」を受講届の提出期間中に提出してください。また、取得に

当たっての履修方法等は新入生学内ガイダンスで説明します。 

 
（１）中学校教諭専修免許状（社会）について 

既に、中学校教諭一種免許状（社会）を有している者は、本研究科において、教育職員

免許状及び同施行規則に定める所定の単位を修得すれば、中学校教諭専修免許状（社会）

を取得することができます。 
 
（２）高等学校教諭専修免許状について 

既に、高等学校教諭一種免許状（社会）、高等学校教諭一種免許状（地理歴史）、高等学

校教諭一種免許状（公民）を有している者は、本研究科において、教育職員免許状及び同

施行規則に定める所定の単位を修得すれば、それぞれ高等学校教諭専修免許状（地理歴史）、

高等学校教諭専修免許状（公民）を取得することができます。 
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１１．授業科目担当者及び履修基準 
 
（１）授業科目及び担当者一覧（研究科規程別表１） 
 
※年度によっては、教員の都合等により開講されない場合があります。 
※開講する科目については、年度始めにお知らせします。 
 
履
修
分
野 

演習、学位論文 

及び単位数 

履
修
年
次 

担当教員 授業科目及び単位数 

履
修
年
次 

担当教員 備考 

地 

方 

行 

政 

地方行政演習（Ⅰ） 2 1 

「地方行政」 

担当の＊印の 

ついた全教員 

国 家 と 行 政 １ 2 1・2 ＊ 西 田 奈 保 子  

地方行政演習（Ⅱ） 2 1 国 家 と 行 政 ２ 2 1・2 ＊ 荒 木 田  岳  

地方行政演習（Ⅲ） 2 2 地 域 社 会 と 行 政 2 1・2 ＊ 林  嶺 那  

地方行政演習（Ⅳ） 2 2 社 会 と 政 治 １ 2 1・2    

学 位 論 文 6 2 社 会 と 政 治 ２ 2 1・2    

    比 較 政 治 2 1・2 ＊ 大 黒 太 郎  

    国 際 社 会 と 政 治 2 1・2 ＊ 黒 崎  輝  

    地 域 社 会 と 政 治 2 1・2    

    地 域 社 会 と 法 １ 2 1・2 ＊ 垣 見 隆 禎  

    地 域 社 会 と 法 ２ 2 1・2    

    地 域 社 会 と 法 ３ 2 1・2    

    地 方 行 政 特 殊 研 究 2 1・2    

社 

会 

経 

済 
法 

社会経済法演習（Ⅰ） 2 1 

「社会経済法」 

担当の＊印の 

ついた全教員 

社 会 と 法 2 1・2 ＊ 塩 谷 弘 康  

社会経済法演習（Ⅱ） 2 1 労 働 ・ 社 会 保 障 と 法 2 1・2 ＊ 長 谷 川 珠 子  

社会経済法演習（Ⅲ） 2 2 企 業 と 法 １  1・2    

社会経済法演習（Ⅳ） 2 2 企 業 と 法 ２ 2 1・2 ＊ 福 島 雄 一  

学 位 論 文 6 2 経 済 と 法 2 1・2    

    社 会 経 済 法 特 殊 研 究 2 1・2    
 

行 

政 

基 

礎 

法 

行政基礎法演習（Ⅰ） 2 1 

「行政基礎法」 

担当の＊印の 

ついた全教員 

国 家 と 法 １ 2 1・2 ＊ 阪 本 尚 文  

行政基礎法演習（Ⅱ） 2 1 国 家 と 法 ２ 2 1・2 ＊ 金 井 光 生  

行政基礎法演習（Ⅲ） 2 2 国 家 と 法 ３ 2 1・2 ＊ 清 水 晶 紀  

行政基礎法演習（Ⅳ） 2 2 国 家 と 法 ４ 2 1・2 ＊ 上 床  悠  

学 位 論 文 6 2 市 民 と 法 １ 2 1・2    

    市 民 と 法 ２ 2 1・2 ＊ 中 里  真  

    市 民 と 法 ３ 2 1・2 ＊ 山 﨑 暁 彦  

    紛 争 処 理 科 学 と 法 2 1・2 ＊ 金  炳 学  

    地 域 社 会 と 刑 事 法 2 1・2 ＊ 高 橋 有 紀  

    国 際 社 会 と 法 １ 2 1・2 ＊ 鈴 木 め ぐ み  

    国 際 社 会 と 法 ２ 2 1・2    

    行 政 基 礎 法 特 殊 研 究 2 1・2    
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履
修
分
野 

演習、学位論文 

及び単位数 

履
修
年
次 

担当教員 授業科目及び単位数 

履
修
年
次 

担当教員 備考 

社 

会 

計 

画 

社会計画演習（Ⅰ） 2 1 

「社会計画」 

担当の＊印の 

ついた全教員 

地域社会と社会計画２ 2 1・2 ＊ 岩 崎 由 美 子  

社会計画演習（Ⅱ） 2 1 地域社会と環境 Ⅰ 2 1・2 ＊ 西 﨑 伸 子  

社会計画演習（Ⅲ） 2 2 地域社会と環境 Ⅱ 2 1・2 ＊ 西 﨑 伸 子 教職のみ 

社会計画演習（Ⅳ） 2 2 地域社会と社会福祉１ 2 1・2     

学 位 論 文 6 2 地域社会と社会福祉２ 2 1・2 ＊ 鈴 木 典 夫  

    地域社会と社会調査 2 1・2 ＊ 今 西 一 男  

    社 会 と 生 活 2 1・2    

    社 会 と 社 会 科 学 2 1・2    

    社 会 の 基 礎 理 論 2 1・2 ＊ 加 藤 眞 義  

    社会の構造と階 層 2 1・2     

    地 域 社 会 総 論 2 1・2 ＊   

    地域社会とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 2 1・2 ＊ 新 藤 雄 介  

    地域社会とスポーツ 2 1・2    

    地域社会と社会心理 2 1・2    

    社会計画特殊研 究 2 1・2    

地 

域 

文 

化 

地域文化演習（Ⅰ） 2 1 

「地域文化」 

担当の＊印の 

ついた全教員 

地域社会と歴史１Ⅰ 2 1・2 ＊ 徳 竹  剛  

地域文化演習（Ⅱ） 2 1 地域社会と歴史１Ⅱ 2 1・2 ＊ 徳 竹  剛 教職のみ 

地域文化演習（Ⅲ） 2 2 地域社会と歴史２Ⅰ 2 1・2 ＊ 阿 部 浩 一  

地域文化演習（Ⅳ） 2 2 地域社会と歴史２Ⅱ 2 1・2 ＊ 阿 部 浩 一 教職のみ 

学 位 論 文 6 2 地域社会と歴史３Ⅰ 2 1・2 ＊ 菊 地 芳 朗  

    地域社会と歴史３Ⅱ 2 1・2 ＊ 菊 地 芳 朗 教職のみ 

    地域社会とジェンダー 2 1・2 ＊ 髙 橋  準  

    地域社会と教育 １ 2 1・2 ＊ 浅 野 か お る  

    地域社会と教育 ２ 2 1・2    

    社 会 と 情 報 １ 2 1・2 ＊ 佐 々 木 康 文  

    ス ポ ー ツ と 文 化 2 1・2    

    国際社会の言語と文化１ 2 1・2 ＊ 坂 本  恵  

    国際社会の言語と文化２ 2 1・2 ＊ 村 上 雄 一  

    国際社会の言語と文化３ 2 1・2 ＊ 久 我 和 巳  

    国際社会の言語と文化４ 2 1・2    

    国際社会の言語と文化５ 2 1・2    

    国際社会の言語と文化６ 2 1・2 ＊ 田 村 奈 保 子  

    国際社会の言語と文化７ 2 1・2    

    国際社会の言語と文化８ 2 1・2 ＊ 照 沼 か ほ る  

    国際社会の言語と文化９ 2 1・2    

    地域文化特殊研 究 2 1・2    

共
通
科
目 

    地域特別研究（Ⅰ） 2 1・2 

全 教 員 

 

    地域特別研究（Ⅱ） 2 1・2  

    地域政策科学入 門 2 1  

全 

分 

野 

副 演 習 （ Ⅰ ） 2 1 

＊印のついた 

全 教 員 

      

副 演 習 （ Ⅱ ） 2 1       

副 演 習 （ Ⅲ ） 2 2       

副 演 習 （ Ⅳ ） 2 2       

一年 

修了

型 

特 定 課 題 研 究 6 1 全 教 員 事 前 指 導 １ 2 1 研 究 指 導 教 員  

    事 前 指 導 ２ 2 1 副 研 究 指 導 教 員  

※備考欄に「教職のみ」とあるものは教職修得希望者（専修免許状）として登録した者のみ受講可 
※「一年修了型」の欄に記載の科目は一年修了型適用者として認められた者のみ受講可 
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（２）履修基準（研究科規程別表２） 
 

履  修  基  準 

区分 基準 分類 修了要件単位数 

必  修 履修分野の演習Ⅰ-Ⅳ 必修 8 

 学位論文（またはそれに替わるもの） 必修 6 

基盤科目 基礎的な科目群から１科目以上 選択必修・自由 2 

選択必修 履修分野の授業科目から１科目 選択必修 2 

応用科目 応用的な科目群から１科目以上 選択必修・自由 2 

自由科目 その他すべてから５科目以上 自由 10 

計 30 

 
◆但し、一年修了型の履修基準は下表のとおりとする。 

区分 基準 分類 修了要件単位数 

必  修 履修分野の演習Ⅰ-Ⅱ 必修 4 

 副演習Ⅰ-Ⅱ 必修 4 

 特定課題研究 必修 6 

基盤科目 基礎的な科目群から１科目以上 選択必修・自由 2 

選択必修 履修分野の授業科目から１科目 選択必修 2 

応用科目 応用的な科目群から１科目以上 選択必修・自由 2 

 （特定課題研究報告書提出のため） （必修） （4） 

自由科目 その他すべてから５科目以上 自由 10 

計 30+(4) 

 
【備考】 

① 基盤科目とは、地域政策科学入門・行政政策学類専門科目（研究指導教員が認めた場合）・事前指導（一年 

修了型適用者のみ）をいう。研究指導教員が認めた場合、基盤科目は自由科目で代替することが出来る。 

② 行政政策学類専門科目を修了要件に含める場合は上限を 4単位とする。 

③ 応用科目とは、地域特別研究・副演習・特殊研究（一年修了型適用者のみ）をいう。 

④ 基盤科目及び応用科目で、修了要件単位数を超えて修得した単位は、自由科目に読み替える。 

⑤「自由」とは自由科目として修了要件単位数にカウントされることを示す。 

 

【一年修了型の特例事項】 

① 副演習のⅠ、Ⅱで、演習Ⅲ、Ⅳに替える。学位論文は特定課題研究で替える。 

② 特定課題研究の報告書等の提出には、応用科目の修了要件として必要な２単位とは別に、応用科目４単位分 

の受講を前提とする。この４単位分は修了要件の単位数には含めることができない。 
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（３）他の研究科で修得した単位の履修基準上の取扱い 

後掲の「福島大学大学院における他の研究科の授業科目の履修に関する申合せ」によ

り履修し、修得した単位は、研究科規程別表２に定める履修基準中の自由科目の区分

の単位数に含めるものとします。 
 
 

１２．長期履修学生制度について 

 

（１）長期履修学生制度とは 

職業等に従事することにより時間的制約のある学生のために、標準修業年限を超えた期

間（「長期履修期間」という）で計画的に教育課程を履修し、修了できるという制度です。

長期履修学生となった者は、通常の修業年限（２年間）において支払うべき授業料の総額

を、あらかじめ認められた長期履修期間（３年又は４年間）で分割した額をそれぞれの年

度に支払うことになります。例えば、これまでは修学意欲があるにもかかわらず、仕事等

の都合により通常の修業年限の２年間で単位を修得できない、または、時間的制約があり

通常の修業年限内では修士論文が作成できないといった理由で、１年間留年した場合、３

年間の授業料を支払わなければなりませんでしたが、長期履修学生としてあらかじめ認め

られれば、３年間を一般学生が２年間で支払う授業料で修学することができます。この点

が長期履修学生制度のメリットといえます。 
 
（２）資格要件 

この制度は、有職者の学習支援方策であるため、資格要件として職業等を有しているこ

とが必要です。具体的な職業の範囲は、定職（主婦（夫）業、家事労働に主に従事してい

ることを含む）に就いていることとなっています。 
 
（３）手 続 き 

長期履修学生となるには、申請書及び在職等証明書を研究科長に提出し、許可を得なけ

ればなりません。また、この手続きは適用前年度に行わなければなりませんので、２年次

生から長期履修学生となることを希望する場合は、後掲の「福島大学大学院長期履修学生

に関する取扱規則」を熟読のうえ、掲示の指示により、所定の期日までに申請してくださ

い。 
 
（４）長期履修期間 

長期履修期間は、３年または４年の選択ができます。各自の勤務状況等を考慮し、計画

的に履修できるように決定してください。なお、長期履修期間の変更（３年間又は４年間

からの短縮、３年間から４年間への延長）は、相応の理由があるときに限り、１回のみ認

められます。但し、新規で２年次生から長期履修学生となることを希望する場合に認めら

れる長期履修期間は２年次から２年間です。 
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（５）年間履修登録単位数の制限 
地域政策科学研究科においては、実施しません。 

 
（６）そ の 他 

①在学年限は４年間です。 
留年期間の授業料は、一般学生と同額を納めることになります。 

②入学前に申請し、許可された学生は、最長で４年間の長期履修が許可されます。 
この場合においても原則として在学年限は４年間ですが、特別な事情があるときに限

り、特例として、さらに１年間の在学が認められます。  
③特別な事情とは以下のとおりです。 
◇４年目（最終年度）の１月に入り、修士論文提出期限までの間に本人の責任ではな 

い突発的な事故等（意識不明の病気など）により、物理的に提出が困難な場合に限

るものとします。 
◇これは真に例外的な措置であり、最終年度提出期限間際において修士論文が審査に 

通りそうもない状態のものを救済するものではありません。 
 

 

１３．一年修了型について 

 

優れた業績を上げたと認められる場合、１年で修了を認めることがあります（福島大学

大学院学則第２５条但書）。 
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Ⅲ 関係規程等                        

※ 福島大学大学院学則及び福島大学学位規程は学生便覧を参照のこと。 
 
 
 

福島大学大学院地域政策科学研究科規程 
 

平成５年３月２６日 
改正 平成３１年３月１９日 

 
（趣旨） 

第１条 福島大学大学院地域政策科学研究科（以下「研究科」という。）学生の履修等に

関する事項は、福島大学大学院学則（昭和５１年５月２５日制定。以下「学則」という。）

に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 
（目的） 

第２条 研究科は、学際的かつ政策科学的な教育課程を通じて、地域社会が提起する諸課

題に対応できる理論と応用の研究能力を高めつつ、地域社会の各分野で中核的役割を担

う高度な専門性を備えた人材を養成することを目的とする。 
（入学者の選考） 

第３条 学則第１３条に規定する入学者の選考は、学力試験等の結果に基づき、研究科委

員会の議を経て研究科長が行う。 
（研究指導教員） 

第４条 学生には、研究指導教員及び副研究指導教員を定める。 
２ 研究指導教員及び副研究指導教員の決定は、研究科委員会が行う。 
（授業の方法） 

第４条の２ 授業は、講義、演習、実験・実習若しくは実技のいずれかにより、又は、こ

れらの併用により行うものとする。 
２ 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
（履修方法） 

第５条 学生は、別表１に定める開設授業科目のうちから、別表２に定める履修基準によ

り履修しなければならない。 
２ 研究指導教員が必要と認めたときは、学則第２２条及び学則第２３条の規定により他

の研究科の授業科目及び他の大学院の授業科目を履修することができる。この場合にお

いて、修得した単位は、合わせて１０単位を超えない範囲で前項に規定する履修基準に

基づく単位数に含めることができる。 
３ 学生が、学則第２３条の３の規定により修得した単位については、前項の規定により

修得した単位とは別に、１０単位を超えない範囲で研究科において修得したものとみな

し、第１項に規定する履修基準に基づく単位数に含めることができる。 
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４ 研究指導教員が必要と認めたときは、研究科の基礎となる学類の授業科目を履修する

ことができる。 
（履修計画） 

第６条 学生は、入学後、所定の期間内に研究指導教員の指導を受けて、あらかじめ研究

課題を定めなければならない。 
２ 学生は、前項に規定するもののほか、研究指導教員の指導を受けて、履修する授業科

目を定め、所定の様式により指定の期日までに届け出なければならない。 
（教育方法の特例） 

第７条 研究科における授業及び研究指導は、研究科委員会が特に必要と認める場合に限

り、夜間その他特定の時間又は時期に行うことができる。 
（試験） 

第８条 授業科目の試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、授業科目によっては研究

報告等により試験に代えることができる。 
２ 病気その他やむを得ない理由により前項に規定する試験を受けることができなかった

学生については、追試験を行うことができる。 
（成績） 

第９条 試験又は研究報告等の成績は、S、A、B、C及びFの５段階に評価してS、A、B
及びCを合格とし、Fを不合格とする。 
（学位論文等） 

第１０条 学位論文又は特定の課題についての研究の成果（以下「学位論文等」という。）

は、研究指導教員の指導を受けて、指定の期間内に提出しなければならない。 
（最終試験） 

第１１条 最終試験は、修土課程の修了に必要な単位の授業科目を履修中で、かつ、学位

論文等を提出した者について口述又は筆記により行う。 
２ 最終試験の評価は、合格又は不合格とする。 
（雑則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、学生の履修等に関し、必要な事項は、研究科委

員会において定める。 
第１３条 この規程を改正しようとするときは、研究科委員会の議を経なければならない。 

附 則 

この規程は、平成５年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成６年２月１日から施行する。 
附 則 

１ この規程は、平成７年４月１日から施行する。 
２ 平成７年３月３１日から引き続き在学する者に係る開設授業科目、単位数及び履修方

法の基準は、この規程による改正後の福島大学大学院地域政策科学研究科規程にかかわ

らず、なお、従前の例による。ただし、平成６年度以前に入学した者を対象に平成７年

度から応用的授業科目として開設する共通科目の「特殊研究」は、選択必修又は自由選

択の単位として履修し、修了に必要な単位に含めることができる。 
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附 則 

この規程は、平成９年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 
附 則 

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
２ 平成１５年度以前に入学した者に係る開設授業科目、単位数及び履修方法の基準は、

この規程による改正後の福島大学大学院地域政策科学研究科規程にかかわらず、なお、

従前の例による。 
附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
附 則 

１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
２ 平成２０年度以前に入学した者に係る開設授業科目、単位数及び履修方法の基準は、

この規程による改正後の福島大学大学院地域政策科学研究科規程にかかわらず、なお、

従前の例による。 
附 則 

１ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 
２ 平成２２年度以前に入学した者に係る成績は、この規程による改正後の福島大学大学

院地域政策科学研究科規程にかかわらず、なお、従前の例による。 
附 則 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 
２ この規程による改正後の福島大学大学院地域政策科学研究科規程別表１の規定は、平

成２８年度入学生から適用し、平成２８年３月３１日から引き続き在学する者にあって

は、なお、従前の例による。 
附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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福島大学大学院における他の研究科の授業科目の履修に関する申合せ 
 

（趣 旨） 
１ 福島大学大学院における他の研究科の授業科目の履修については、福島大学大学院学

則第２２条並びに福島大学大学院人間発達文化研究科規程第９条第２項、福島大学大学

院地域政策科学研究科規程第５条第２項、福島大学大学院経済学研究科規程第７条第３

項及び第８条並びに福島大学大学院共生システム理工学研究科規程第７条第２項に定

めるもののほか、この申合せの定めるところによる。 
（他研究科の授業科目の履修及び許可） 

２ 研究指導教員の指導に基づき、他の研究科の授業科目を履修しようとする学生は、あ

らかじめ授業科目担当教員の内諾を得て、自己の所属する研究科長に申請するものとす

る。 
(2) 前項の申請を受けた研究科長は、当該他の研究科長と協議の上、履修を許可すること

がある。 
 （履修することができる他研究科の授業科目） 
３ 学生が履修することができる他の研究科の授業科目は、当該年度に開講される授業科

目とする。ただし、次の授業科目を除くものとする。 
① 人間発達文化研究科にあっては課題研究、専門演習及び実践研究関連科目 
② 地域政策科学研究科にあっては演習、副演習、地域特別研究、地域政策科学入門、

事前指導、特定課題研究 
③ 経済学研究科にあっては演習、論文特別演習、研究入門演習、実践演習、特定課題

演習、研究演習、研究特別演習 
④ 共生システム理工学研究科にあっては、修士論文研究、地域実践研究及び博士後期

課程の授業科目 
（履 修 基 準） 

４ 他の研究科で履修した単位は、各研究科で別に定めるところにより、修了に必要な単

位に含めることができる。 
附 則 

この申合せは、平成６年４月１日から施行する。 
附 則 

この申合せは、平成２０年４月１日から施行する。 
附 則 

１． この申合せは，平成２１年４月１日から施行する。 
２． 平成２１年３月３１日から引き続き在学する者に係る１及び３の規定は，この申合

せによる改正後の福島大学大学院における他の研究科の授業科目の履修に関する申合

せにかかわらず，なお，従前の例による。 
附 則  

３． この申合せは，平成２２年４月１日から施行する。 
 
 

他の研究科で修得した単位の履修基準上の取扱い 
 
１ 「福島大学大学院における他の研究科の授業科目の履修に関する申合せ」により履修

し修得した単位は、地域政策科学研究科規程別表２に定める履修基準中の自由選択の区

分の単位数に含めるものとする。 
２ この取扱いは、平成６年４月１日から施行する。 
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福島大学大学院長期履修学生に関する取扱規則 
 

                    制  定 平成１５年２月１８日 

改正  平成 16 年 4 月 1 日  平成 17 年 4 月 1 日  平成 20 年 3 月 18 日  平成 22 年 3 月 16 日 
  平成 24 年 6 月 19 日  平成 24 年 9 月 4 日 

 （趣旨） 
第 1 条 この規則は、福島大学大学院学則第２３条の４第２項の規定に基づき、長期履修

学生に関し必要な事項を定める。 
 （資格） 
第２条 本学に、長期履修学生として申請することができる者は，職業を有している等の

事情により，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程

を修了することを希望する者とする。ただし，最終年次に在籍する者は，申請できない。 

（申請手続） 
第３条 長期履修学生を希望する者は、長期履修開始前の所定の期日までに、次の各号に

掲げる書類を添え、当該研究科長に願い出なければならない｡ 
 一 長期履修申請書（別紙様式１） 
 二 在職等証明書（別紙様式２－１、２－２） 
 （許可） 
第４条 長期履修学生の可否については、当該研究科の審査委員会で審査し、研究科委員

会の議により決定し、研究科長が許可する。 
 （長期履修期間） 
第５条 長期履修学生として，標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程

を履修することを認められる期間（以下「長期履修期間」という。）は１年単位とし，

次の各号に掲げるとおりとする。なお，長期履修期間の開始は，学年の初めとする。 

一 入学時から希望する者 修士課程及び博士前期課程にあっては４年以内，博士後期

課程にあっては６年以内 

 二 在学途中から希望する者 標準修業年限のうち未修業年限の２倍に相当する年数以

内 
 （在学年限の特例） 
第６条 前条第１号に規定する者のうち，当該研究科委員会において特別の事情があると

認めた場合に限り，４年の長期履修期間を認められた者は在学年限を５年，６年の長期

履修期間を認められた者は在学年限を７年とすることができる。 

 （延長及び短縮） 
第７条 許可された長期履修期間の延長又は短縮は１回を限度とし，希望する者は，新た

に修了を希望する年度の前年度の２月末日（秋期入学者は８月末日）までに，長期履修

期間変更願（別紙様式３）を添え，当該研究科長に願い出なければならない｡ただし，長

期履修期間最終年次に在籍する者の願い出は認めないものとする。 
２ 前項にかかる審査は、当該研究科の審査委員会で審査し、研究科委員会の議により決

定し、研究科長が許可する。 
 （資格の喪失） 
第８条 長期履修学生としての資格を喪失した場合は、すみやかにその旨を当該研究科長
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に申し出なければならない｡ 
 （改正） 
第９条 この規則を改正しようとするときは、教育企画委員会で審議しなければならない。 
 （雑則） 
第１０条 この規則に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、当該研究科

委員会において定める｡ 
 

附 則 

この規則は、平成１５年２月１８日から施行し、平成１４年度入学者から適用する｡ 
    （中略） 

附 則 

この規則は、平成２４年９月４日から施行する。 
 

 
                          

学位論文審査に関する評価基準について（申合せ） 

                            平成 25 年 11 月 13 日 
 
１．問題意識 
  当該研究テーマにつき、その学問的意義・社会的意義が明示されているか。 
２．先行研究の到達点の把握 
  学説史や近年の研究動向を踏まえ、先行研究の到達点を的確に把握しているか。 
３．研究方法 
  当該研究テーマに相応しい研究方法を採用しているか。また、これに適した資料等を

利用し、当該研究領域に即した引用方法を用いているか。 
４．論文構成 
  問題設定に基づいて一貫した論述がなされ、明確に結論が導かれるなど、学術論文と

しての体裁が整っているか。 
５．独創性 
  従来の研究に対して、当該研究が研究方法や結論等でオリジナリティを有していると

認められるか。 
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学 位 論 文 作 成 要 領 

 

１ 学位論文の内容 

  学位論文（以下「論文」という。）は、大学院における研究の集大成的な業績であり、

先行研究の到達点を押さえているだけでなく、研究の発展に寄与するところをもってい

ること。 

 

２ 論文の様式 

（１）横書きを原則とする。 

（２）原稿用紙を用いる場合は、A４判 400 字詰横書用紙で作成する。 

（３）ワープロ又はパソコンを用いる場合は、A４判横書（40 字×30 行）で罫線のない用

紙で作成する。 

（４）各ページにページ数をいれる。 

（５）様式については、研究指導教員の承諾を得ればこの限りでない。 

 

３ 論文の提出 

（１）論文を提出できる者は、所定の授業科目について30単位以上を修得した者又は修得

見込みの者とする。 

（２）論文の審査を受けようとする者は、学位論文等審査願に論文及びその要旨を添え、

教務課に提出する。 

（３）学位論文等審査願は、所定の用紙に研究指導教員の承認を得たうえで提出する。 

（４）論文の提出部数は、正本 1 部と、それをコピーした副本 4 部の計 5 部とし、それぞ

れにその要旨（A４判横書 1,000 字程度、ワープロ可）を添付し、表紙には、学位論文

題目、研究指導教員名、学籍番号、氏名を記載する。 

（５）論文の正本には、厚手の表紙（黒表紙が望ましい）を使用する。 

（６）提出期限は、修了予定年度の 1月 20 日（土曜日のときは翌々日、日曜日又は祝日の

ときは翌日）とする。ただし、9月修了予定者は、7月 10 日（土曜日のときは翌々日、

日曜日又は祝日のときは翌日）とする。 

 

４ 論文の保管 

（１）審査に合格した論文及びその要旨は、附属図 

書館で保管する。 

（２）保管する論文及びその要旨は、指定された期 

日までに教務課に提出する。 

 

 

 

 

論文の正本の作製例 

 

←論文題目 

←指導教員名 

 

 

←学籍番号・氏名 
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特定課題研究報告書作成要領 

 

１ 特定課題研究の内容 

  特定課題研究（以下「研究」という。）は、大学院における調査・研究の集大成的な業

績であり、調査対象分野の実態を反映させるものであるとともに、先行研究を踏まえた

緻密な分析が為されており、地域のニーズに対応した一定の方向性を提示するものでな

ければならない。 

 

２ 報告書の様式 

（１）横書きを原則とする。 

（２）原稿用紙を用いる場合は、Ａ４判 400 字詰横書用紙で作成する。 

（３）ワープロ又はパソコンを用いる場合は、Ａ４判横書（40 字×30 行）で罫線のない用

紙で作成する。 

（４）各ページにページ数をいれる。 

（５）様式については、研究指導教員の承諾を得ればこの限りでない。 

 

３ 報告書の提出 

（１）報告書を提出できる者は、一年修了型の適用を受けた者とする。 

（２）研究の審査を受けようとする者は、学位論文等審査願に研究及びその要旨を添え、

教務課に提出する。 

（３） 学位論文等審査願は、所定の用紙に研究指導教員及び副研究指導教員の承認を得た

うえで提出する。 

（４）報告書の提出部数は、正本 1 部と、それをコピーした副本 4部の計 5部とし、それ

ぞれにその要旨（Ａ４判横書 1,000 字程度、ワープロ可）を添付し、表紙には、研究

題目、研究指導教員名、副研究指導教員名、学籍番号、氏名を記載する。 

（５）報告書の正本には、厚手の表紙（黒表紙が望ましい）を使用する。 

（６）提出期限は、修了予定年度の 1月 20 日（土曜日のときは翌々日、日曜日又は祝日の

ときは翌日）とする。ただし、9月修了予定者は、7月 10 日（土曜日のときは翌々日、

日曜日又は祝日のときは翌日）とする。 

 

４ 報告書の保管 

（１）審査に合格した報告書及びその要旨は、附属図書館で保管する。 

（２）保管する報告書及びその要旨は、指定された期日までに教務課に提出する。 
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「地域政策科学」の作成について 
 
 
 地域政策科学研究科では、本研究科における教育・研究の成果を地域社会に還元するこ

となどを目的として、修士論文のサマリー集である「地域政策科学」を作成しています。

修士論文または特定課題研究（一年修了型適用者のみ）を提出する者は、「学位論文要旨」

または「特定課題研究要旨」とは別に、「地域政策科学」に掲載する修士論文サマリーを提

出してください。 
 
１．「地域政策科学」は、9月修了者と 3 月修了者の修士論文サマリーを合わせて、各年度

に 1 号を発行します。 
２．院生自治会と大学院委員会から選出された編集委員が、「地域政策科学」の編集責任に

当たります。 
３．「地域政策科学」の執筆要領、提出期限などは、別に定め、該当者に通知します。 
４. 「地域政策科学」に掲載した修士論文サマリーは、原則として福島大学学術リポジト

リにも登録させていただきます。サマリー提出の際に、別途配布する許諾書に記入の上、

編集委員に提出してください（リポジトリへの登録を拒否することも可能です）。 
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行政社会学会について                     

 

１．行政社会学会の目的と活動内容 

行政政策学類には、本学類の教員と学生・院生を中心に構成される学術研究団体として、

行政社会学会が置かれています。 

行政社会学会は、本学類の教員と学生・院生の研究、学習活動の向上を目的として、次

のような活動を行っています。 

 

（１）『行政社会論集』の発行 

この雑誌は本学会の機関誌であり、本学類の教員が執筆した論説や研究ノートなどを収

録します。 

 また院生会員・特別会員にも投稿の途がひらかれています。院生会員は、大学院在学中

及び大学院修了後２年間（資格継続期間）は、論説投稿資格を有します。また、資格継続

期間を過ぎた場合でも、特別会員になれば、論説投稿資格が与えられます。    

年４回（原則として６月、９月、１２月、３月）発行されるこの『行政社会論集』は、

本学類の教員を中心にその研究成果を内外に示し、本学類への社会的評価を高めていくう

えで大きな役割を果すものと考えられています。また、本誌を通じて、学生の皆さんは、

本学類の教員がどのようなテーマに関心をもち、どのような研究を行っているのかを知る

ことができます。学生と教員の研究面での交流を深める上でも、本誌は大きな役割を果す

ことになるでしょう。 

 

（２）学術講演会の開催 

各学界の第一線で活躍している方を講師に招き、学生の皆さんを対象とする学術講演会

を年に数回開催しています。講師は、本学類の教育研究に関連する分野の著名な学者や学

界で注目されている新進気鋭の研究者などを予定していますが、講師及び講演テーマにつ

いては学生の要望も聞きながら決めていきたいと考えています。学術講演会への参加は、

皆さんの学習にとって大きな刺激となるでしょう。 

また、令和元（2019）年度から、行政社会学会の研究活動の増進および学術発展をはか

るため、学生の皆さんによる学術講演会の企画を募集しています。優れた企画には学会か

ら助成金を支給し、活動を支援します。毎年、募集要項が発表されますので、それをご覧

の上、積極的に応募してください。 

 

（３）学生論集『嶺風』の発行 

学生の学習・研究成果等の発表の場として、年１回、学生論集『嶺風』を刊行していま

す。この雑誌は、学生が自ら企画・編集に当たるもので、学生の自主的学習・研究活動を

活発にするうえで大きな役割を果たしています。平成５(1993)年からは、優れた論文に賞

金が与えられる懸賞論文制度が設けられています。また、学生の活動を紹介するタブロイ

ド判『嶺風の小部屋』の発行も、平成２７(2015)年度より始まりました。学生の皆さんの

自発的な投稿と編集活動への参加が大いに期待されます。 
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２．行政社会学会の組織と役員 

『行政社会論集』の発行や学術講演会の開催は主として教員の幹事が行うことになりま

すが、学生も学生論集の発行や講演会の要望の集約その他の仕事を行うことになります。

本学会の組織は次の通りです。 

 (1) 会    長  学類長 

 (2) 評 議 員  本学類の教員全員 

 (3) 幹    事  評議員の互選によって若干名を選出する。 

 (4) 学生委員 学生の互選により若干名を選出する。 

 (5) 監   査  教員から２名。 
その外、学会の事業、組織については、学会規則を参照して下さい。 

 

 
 

福島大学行政社会学会規則 

                                                 

第１条 福島大学行政社会学会と称し、事務所を行政政策学類内に置く。 

第２条 本会は、行政・政治・法律・社会・文化・情報、その他隣接科学に関する諸問題    

を調査研究してこれを発表し、会員相互の研究活動の増進をはかるとともに、社    

会一般および地域の学術発展並びに文化の向上に寄与することを目的とする。 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

   １．機関誌の発行 

   ２．研究会・講演会等の開催 

   ３．他の大学・学会および研究調査機関との交流 

   ４．その他本会の目的を達成するために必要と認める事業 

第４条 本会は、次の会員をもって組織する。 

   １．普通会員 福島大学行政政策学類の教員 

   ２．学生会員 福島大学行政政策学類の在学生 

３．院生会員  福島大学大学院地域政策科学研究科に所属する大学院生 

４．特別会員 本会に特別の入会を希望し、評議員会の承認を得たもの（特別会  

員への希望者がいる場合には幹事会で是非を判断し、最終的には評議

員会総会で事後了承する。） 

   ５．賛助会員  本会の趣旨に資して会費を納入したもの 

      ６．購読会員 機関誌を購読するもの  

      ７．名誉会員 本会に多大の功績があり，評議員会において推薦されたもの 

第５条 本会の事業を遂行するために次の役員を置く。 

   １．会   長  １名 

     会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 

評議員会において互選し、任期は２年とする。 

   ２．評 議 員  若干名 
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     普通会員全員をもってこれにあてる。 

評議員は、評議員会を組織して本会の運営を行う。 

   ３．幹   事  若干名 

     評議員会において互選し、任期は２年とする。 

幹事は、幹事会を組織して本会の事業の直接運営を行う。 

   ４．学生委員  若干名 

     学生会員の互選による。 

学生委員は、学生機関誌の編集・発行にあたる。 

   ５．監   査  ２名 

     評議員会において互選し、任期は１年とする。 

監査は、本会の事業及び会計を監査する。 

第６条  会員は、入会金５００円のほか、次の会費（年額）を納めるものとする。但し、    

学生会員は、入学時に在学期間分の会費を前納するものとする。 

   １．普通会員 ２０，０００円 

   ２．学生会員  ４，０００円 

但し、現代教養コースおよび夜間主の学生会員については３，２００円 

            

   ３．院生会員  ４，０００円 

   ４．特別会員  ５，０００円 

   ５．賛助会員   個人会員   １０，０００円 

                     団体会員一口  １０，０００円 

   ６．購読会員  ３，０００円 

第７条  会員（購読会員を除く。）は機関誌の配布を受けるほか、研究会・講演会の出席等、

種々の便宜が与えられる。 

第８条  事業及び会計の年次報告のため、評議員会を毎年一回開かなければならない。    

２．学生委員の代表者は、評議員会に出席することができる。 

第９条  本会の会計年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

第 10 条 本会則の改正は、評議員会の決議による。 

  附   則 

本会則は、昭和６２年１０月１日よりこれを施行する。 

１９９７年４月２３日一部改正 

２０００年６月１４日一部改正 

２００２年６月１２日一部改正 

２００４年１２月８日一部改正 

２００５年 ２月９日一部改正 

２０１９年 ２月６日一部改正 

 

会員資格に関する申し合わせ（２０１０年６月２３日評議会承認） 

「福島大学行政社会学会規則」第４条１の「普通会員 福島大学行政政策学類の教員」に

は、特任教授も含む。 
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教員電話番号表                        

 

 
Live Campus（LC）より閲覧可能になります。 
 
①LC（https://livecampus.adb.fukushima-u.ac.jp/portalv2/）にログイン 
 
②上部メニューの「トップメニュー」から「キャンパスライフ」を選択 
 
③上部メニュー「学内共有ファイル」を選択 
 
④「学内教員電話番号表」から電話番号（外線）、研究室を確認できます。 
（PDFデータで文字検索が可能なデータになっています） 

 



 

各種問い合わせ窓口について（学生関係窓口を中心に） 
問い合わせ内容 担当窓口 

身上 

関係 

学生証の紛失 ＜教務課＞ 

人間発達文化学類係： 
ＴＥＬ 024-548-8106 
mail:k-ningen@adb.fukushima-u.ac.jp 
 
共生システム理工学類係： 
ＴＥＬ 024-548-8357 
mail: k-rikou@adb.fukushima-u.ac.jp 
 

行政政策学類係： 
ＴＥＬ 024-548-8255 
mail: kyoumu2@adb.fukushima-u.ac.jp 
 

経済経営学類係： 
ＴＥＬ 024-548-8356 
mail: k-keizai@adb.fukushima-u.ac.jp 
 

食農学類係： 
ＴＥＬ 024-549-0061 
mail: k-syokunou@adb.fukushima-u.ac.jp 

休学、退学、改姓・改名、転学類の手続き 

教務 

関係 

履修基準や専門領域科目の履修に関しての相談 

試験について 

教員免許状、公認心理師ほか資格関係 

教育職員免許状取得見込証明書・英文の証明書等 

地域実践特修プログラム（ふくしま未来学） 

グローバル特修プログラム    の履修について 

ライブキャンパス（LC）について 

（学籍情報の登録や住所・電話番号の変更、履修登

録の方法等）、L ポートフォリオ 

＜教務課＞ 

教務情報係： 
ＴＥＬ 024-548-4070 
mail: kyomujoho@adb.fukushima-u.ac.jp 

Ｓ棟・Ｍ棟・Ｌ棟の教室を借りたい場合 
＜教務課＞ 

基盤教育係： 
ＴＥＬ 024-548-8057 
mail: kyotu@adb.fukushima-u.ac.jp 

接続領域科目や教養領域科目、問題探究領域科目に

ついて 

インターンシップ（単位認定型）について 

科目等履修生、研究生等について ＜教務課＞ 
教務企画係： 
ＴＥＬ 024-548-8053 
mail: k-kikaku@adb.fukushima-u.ac.jp 

単位互換について 

 

福利 

厚生 

・ 

学生 

生活 

・ 

その他 
 
 

就職・進路（企業求人、公務員・教員採用試験等）

についての相談 ＜キャリア支援課＞ 
TEL 024-548-8108 
mail: shushoku@adb.fukushima-u.ac.jp アルバイトに関すること 

インターンシップ（自由応募型）について 

学内での忘れ物・落とし物 
＜学生・留学生課＞ 
ＴＥＬ 024-548-8054 
mail: gakusei-kagai@adb.fukushima-u.ac.jp サークル活動で施設を借りたい場合 
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福利 

厚生 

・ 

学生 

生活 

・ 

その他 

奨学生及び奨学金についての相談 ＜学生・留学生課＞ 
ＴＥＬ 024-548-8060 
mail: gakusei-s@adb.fukushima-u.ac.jp 入学料・授業料の免除・徴収猶予について 

授業料の納入について 
＜財務課＞ 

ＴＥＬ 024-548-8015 

健康についての相談、健康診断書が欲しい場合 
＜保健管理センター＞ 
ＴＥＬ 024-548-8068 
mail: hcc-admin@ipc.fukushima-u.ac.jp 

学生生活上の様々な悩み事などの相談 
＜学生総合相談室＞ 
ＴＥＬ 024-548-5156 
mail: g-soudan@ipc.fukushima-u.ac.jp 

障がいのある学生の支援について 
＜アクセシビリティ支援室＞ 
ＴＥＬ 024-503-3258 
mail: a-shien@ipc.fukushima-u.ac.jp 

教育研究災害傷害保険等について 
＜福大生協＞ 

ＴＥＬ 024-548-5141 

留学・国

際交流 

留学や国際交流活動についての相談 

外国人留学生の生活全般や在留資格等に関する相談 

＜学生・留学生課＞ 
TEL 024-503-3066 
  024-503-3067 

mail: ryugaku@adb.fukushima-u.ac.jp 

【場所】教務課は S 棟２F、学生・留学生課、国際交流センターは S 棟１F、キャリア支援課は 

Ｓ棟３Ｆ、財務課は事務局棟２F、保健管理センターは事務局棟裏、学生総合相談室・アクセシビ

リティ支援室は大学会館２F、福大生協は大学会館１F にあります。（裏表紙のキャンパスマップ

を参照） 
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経

国際交流
センター
事務室

会議室２

相談室２ 相談室１

Ｓ－３５
（８０人）

就職応接室

階
段

LL教室
（６０人）

M-２２
（１６４人）
階段教室

WC
女

資料室

▲食農学類掲示板

階段

Ｓ－３２
（８０人） Ｓ－３１

（８０人）
Ｓ－３８
（８０人）

階段

キャリア支援課 Ｓ棟４階

Ｓ棟３階
ＥＶ

Ｓ－４２
（８０人）

ＥＶ Ｓ棟２階

Ｓ－２３
（７８人）

現代教養ｺｰｽ
掲示板

　▲共生ｼｽﾃﾑ
　　 理工学類掲示板

ＥＶ

Ｓ－４３
（７８人）

階段

Ｓ－４４
（９０人）

ＷＣ
男

Ｓ－２２
（８０人）

共

通

領

域

関

係

掲

示

板 Ｓ－２１
（８０人）

Ｓ－２８
（８０人）

階段

Ｓ－４１
（８０人）

Ｓ－３３
（７８人）

Ｓ－３６
（８０人）

Ｓ－３４
（８０人）

ＷＣ
女

ＷＣ
男

階段

Ｓ－２４
（３６人）

M-２４
（１６３人）

M-２１
（１６４人）
階段教室

AV教室
（１３３人）

Ｍ棟２階

WC　女 WC　男

Ｓ－１２
（８０人） Ｓ－１1

（８０人）

階段

学生・留学生課

ＥＶ ＥＶ

M-２３
（１６３人）

大学会館へ

ＥＶ 課外準備室

階段

WC
男

文書庫
ＷＣ
女

ＷＣ
男

非常勤
講師控室

副学長室
（教育･学生）

教務担
当窓口

（教務課）

L-４
（３６２人）
階段教室

Ｓ
棟
Ｍ
棟

連
絡
通
路

Ｍ棟３階

階
段

階
段

経済経営学類棟へ

M-４
（１６３人）

M-１
（１６４人）
階段教室 Ｍ棟１階

Ｓ棟１階

会議室１ 階段
階段

諸証明書
自動発行機

Ｓ－１３
（５８人）

Ｓ－１４
（８０人）

ＷＣ
女

ＷＣ
男

ＷＣ
(多目的)

階
段

階
段

L-３
（２５０人）
階段教室

人

間

発

達

文

化

学

類

共

生

シ

ス

テ

ム

理

工

学

類

棟

へ

L-１
（２５０人）
階段教室

共通講義棟教室配置図 L-２
（２５０人）
階段教室

WC　女

WC　男

エレベータ

M-３
（１０８人）

M-２
（１６４人）
階段教室

Ｌ棟１階WC
(多目

的)
WC　女

WC
男 WC　女 WC　男
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行４１０

研究室

８１６ ８１８ ８１９ ８２０

研究室 研究室
８１７

合同研究室
塩谷 富田金炳学

院生印刷室

階段 研究室

久我 後藤 照沼

研究室

８１１ ８１２ ８１３ ８１４ ８１５

研究室 研究室

８０１ ８０２

非常階段
研究室 研究室 研究室
垣見 長谷川 (食農)平 中里

８０３ ８０４ ８０５ ８０６

阪本 鈴木(め)

資料室

８０７

研究室 ホール （女/男） 研究室 研究室
エレベー

ター ８０８ ８０９ ８１０

小規模
自治体
研究所

法令 (食農)石井 高橋(有)ＷＣ

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室
清水 金井 山﨑 上床 福島

７１１ ７１２ ７１３ ７１４ ７１５ ７１６

研究室
７１７

７１８ ７１９ ７２０

階段 研究室 研究室
非常階段 合同研究室

研究室 研究室 資料室 研究室 研究室
佐々木 林 行政情報

７０１ ７０２ ７０３ ７０４ ７０５ ７０６

荒木田 田村

７０９

研究室 研究室 研究室研究室 研究室

７１０７０７ ７０８

坂本ＷＣ
（男）ホール

村上 黒崎

エレベー
ター

西田 功刀 岩崎 大黒 西﨑

非常階段 院生研究室
研究室 研究室 研究室

６１４
６１２

研究室

６０７ ６０８

(食農)大瀬
階段

６０９ ６１０ ６１１ ６１３

蓬莱団地の
まちづくり

活動

社会福祉・社会調査
実習室

院生研究室

(食農)望月 加藤 今西

湯川村域
学連携

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

比較文化
情報

資料室研究室 研究室 研究室

真歩仁 鈴木(典)

６０１ ６０２ ６０３ エレベー
ター ６０４ ６０５

院生研究室

６０６

地域特別研究実習室
ホール （女）

６１５
研究室
金敬雄ＷＣ

研究室 研究室

（男）

演習室 エレベー
ター

５１５

行５１８

倉庫１

合同研究室

レ

ポ
ー

ト

ボ
ッ

ク

ス 会議準備室

行４１１

演習室

階段 機械室

行４０７

非常階段 学生印刷室

大会議室行２１１演習室

学類長室 教員控室
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

学生談話室

特別研究教育室(法廷教室）

玄関 ＷＣ
（女） （男）

ＷＣ

階段 倉庫３ 文書庫

職員休憩室

機械設備室 倉庫２

(男）

小会議室電気設備室 倉庫4

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

ＷＣ
（障害者用）

階段

ＷＣ
（女）

エレベー
ター

ホール

５１６

階段

ＷＣ

ホール （男）
エレベー

ター ５１０

行４０４

実習室

５０９

研究室
菊地

研究室

５０１

新藤
研究室

５０２

板倉
研究室

高橋（準）
研究室

５０４

歴史
資料室

行４０８ 行４０９

５０５

５１４

考古学

演習室

５０３

演習室 演習室

阿部

(食農)窪田

演習室

演習室

行４０１
ホール

行４０６

演習室

行４０５

演習室演習室

行４０２

研究室

５１１

徳竹
研究室

５１２

研究室

５１３

浅野

ＷＣ
行３０１ 行３０２ 行３０３ ＷＣ

中会議室（女）
演習室

３０８

貴重資料
保管室

行３０９ 行３１０
視聴覚室 階段

行３１７

 COC+推進室演習室 演習室

行３１４

経
済
学
類
棟
へ

経
済
学
類
棟
へ

教員
印刷室 経

済
学
類
棟
へ

考古学資料
撮影分析室

８階

７階

６階

５階

大学院掲示板

行政社会
学会室

４階

３階

２階

１階

非常階段

演習室

非常階段

非常階段

行１１２演習室 

行１１３演習室

非常勤
講師控室
（資料室）

応接室

演習室

行３１６

社会情報室

行３１５

第二視聴覚室
演習室

演習室

古文書学
・博物館

実習準備室
古文書学・博物館

実習室
社会教育地域社会

実 習 室

(食農)神宮字

研究室

５１７

演習室

行４０３

演習室
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総合
情報処理
センター

総合
情報処理
センター

学生活動
センター棟
学生活動
センター棟

ゴルフ練習場ゴルフ練習場ゴルフ練習場

環境放射能
研究所 本棟
環境放射能
研究所 本棟
環境放射能
研究所 本棟

食農学類管理棟食農学類管理棟食農学類管理棟

・人間発達文化学類係
・行政政策学類係
・経済経営学類係
・共生システム理工学類係
・食農学類係
・基盤教育係
・教務情報・現代教養コース係
・地域実践特修プログラム
（ふくしま未来学）事務担当

・課外活動係
・生活支援係

学校臨床支援センター学校臨床支援センター学校臨床支援センター

国際交流センター事務室（１階）

学生・留学生課（１階）

教務課（２階）

キャリア支援課（３階）

環境放射能
研究所 分析棟
環境放射能
研究所 分析棟
環境放射能
研究所 分析棟

・出納係

➡Ｐ

食農学類食農学類
研究棟研究棟
食農学類
研究棟
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福島大学地域政策科学研究科 

 

〒９６０－１２９６ 福島市金谷川１番地 

福島大学教務課 

ＴＥＬ ０２４－５４８－８２５５ 

ＦＡＸ ０２４－５４８－８２２４ 

http://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/ 

 

学 籍 番 号  

氏      名  

 
 


